
●法律をつくる理由（立法事実）はなかった！！
　法律では、「重要施設及び国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止」
し「安全保障に寄与する」ことが目的だとしています。
　政府は当初、外国資本が基地など「重要施設」周辺の土地を購入し、安全保障
上問題だとしていました。
　しかし、防衛省が２０１３年以降、米軍や自衛隊の基地周辺の土地所有状況の調
査を２回行ない、運用上支障をきたす事例はなかったと報告していることが明らかに
なり、政府は、「安全保障上のリスク」についてもあいまいな答弁に終始しました。
　なぜ法律をつくるのか、それ自体があいまいです。
　
●戦争に備えて、基地への反対や監視を抑え込む
　2015年9月に強行成立された安保法制=戦争法で、自衛隊と米軍が一緒に海外
で戦争することができるようになりました。いつ、自衛隊が戦争に出かけていくのかわ
かりません。土地利用規制法は、自衛隊や米軍の動きを隠すねらいがあります。
　安倍・菅政権はこの間、特定秘密保護法、共謀罪法などを制定してきました。土地
利用規制法は、これらの法律とも一体の「戦争準備」法です。自衛隊が戦争に参加
することに反対し、基地などの監視や調査を行い、騒音など基地被害に抗議し、自衛
隊などの動きを広く知らせる行動や運動を萎縮させ、抑え込むことが狙いです。

法律のねらいは
「安全保障」を口実に私権制限と運動抑圧

？
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そして今度は…
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　この法律では、基地や原発などを「重要施設」だといって
います。その「重要施設」の周囲約1キロ以内と、国境にあ
る離島を「注視区域」に指定することができるとしています。

●あなたの近くの「重要施設」
　重要施設とは、①自衛隊・米軍基地（47都道府県、650
施設）、②海上保安庁施設（港、灯台など）、③「生活関連
施設」だと定義されています。　「生活関連施設」とは、原発や軍民共用空港だと政
府はいいますが、条文上の限定はありません。法の検討過程では、「国民保護法に
規定される『生活関連等施設』が参考になる」と議論されています。つまり、発電所や
水道施設、１日１０万人以上が利用する駅、放送局や港湾、空港、河川管理施設な
どの指定が想定されます。日常生活に監視の網の目を張りめぐらそうというのです。

　日本にある国境離島は484島、そのうち有人国境離島は148島で、これらすべてが
注視区域・特別注視区域とされ、島民全体が監視対象になる可能性があります。
　「離島の機能を阻害する行為」について政府は、
領海の起点となる海岸線に影響する開発行為を挙
げていますが、すでに低潮線保全法で規制されてお
り、なぜ新しい法律が必要なのか、はっきりしません。
　
●沖縄県は全県民が監視対象に⁉
　沖縄県は、すべての有人島が「注視区域」「特別
注視区域」となるおそれがあります。そうなると、145万
人沖縄県民が政府の監視のもとにおかれます。抗議
の声が上がるのは当然です。

国境離島とは 
島全体、住民が監視対象に

軍事要塞化される南西諸島

重要施設とは　
政府の判断でどこでも指定できる

周辺１㎞が監視対象

原発や駅、空港も「重要施設」に

？？
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自衛隊地対艦・
地対空ミサイル
部隊など配備

沿岸監視隊、
移動警戒隊

米空母艦載機訓練場
陸海空自衛隊基地

原子力発電所放送局

駅

空港

政府の一存で
何でも「重要施設」に。
オレが決める！

沖縄・嘉手納基地周辺は
住民丸ごと監視区域に

注視区域

特別注視区域

・ 「重要施設」周囲1㎞
・ 国境にある離島

・ 司令部のある基地等
  「特定重要施設」
  周囲1㎞
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